
令和７年度平川市社会福祉法人指導監査実施要領
１　目的
　　この要領は、平川市社会福祉法人指導監査実施要綱（平成２５年１０月１５日制定）第８の規定に基づき、社会福祉法人（以下「法人」という。）に対する指導監査の実施に関して、必要な事項を定める。
２　指導監査の方針
　　指導監査は、関係法令、通知等に基づき、法人の適正な運営を期し、法人の実情を把握するとともに、特に、法人役員等が、社会福祉事業の本旨を理解し、適正な法人運営及び適正な経理処理等を行うよう指導、助言する。
３　指導監査の類型
　　指導監査は、一般指導監査と特別指導監査とし、次に掲げるところにより実施す　る。
　（１）一般指導監査
　　　　一般指導監査の実施の周期は、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」（平成２９年４月２７日付け雇児発０４２７第７号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長等連名通知）の定めるところによるものとする。
　（２）特別指導監査
　　　　特別指導監査は、一般指導監査の結果、特別に監査の必要があると認められた法人及び運営上特に指導を要すると認められる法人を対象に随時実施する。
４　指導監査の事項
　　指導監査は、法人の運営管理、経理事務等法人の状況全般を自主点検表によって行うが、特に次の事項を重点的に指導する。
（１）法人運営管理
ア　評議員、理事及び監事の選任の適正化
評議員、理事及び監事の選任手続を適正に行うとともに、選任に当たっ
て必要な書類の整備について指導する。
イ　評議員会、理事会の運営の適正化
評議員会及び理事会の招集手続及び決議を適正に行うとともに、決議の
内容等について記録した議事録を作成し、法定の期間備え置くよう指導す
る。
ウ　評議員、理事及び監事の報酬等の支給の適正化
議員、理事及び監事に対する報酬等（旅費含む。）について、関係法令
等に定める手続に従い支給するよう、また、報酬等の支給の基準の公表に
ついて指導する。
エ　「地域における公益的な取組」の推進
法人が創意工夫をこらした多様な取組を推進することで、法人本来の役
割を果たすよう指導する。
オ　社会福祉充実計画の作成、推進
社会福祉充実残額の算定及び社会福祉充実計画の作成に当たっての手続
が適正に行われるよう、また、同計画に基づく事業の実施について指導す
る。
カ　情報公開の推進
関係法令等に定める事項について、インターネットの利用により公表す
るよう指導する。
　（２）法人経理
ア　経理規程の遵守
社会福祉法人会計基準（平成２８年厚生労働省令第７９号）のほか、関
係法令等に基づく適正な会計処理のために必要な事項を定めた経理規程を
遵守した経理事務を行うよう指導する。
イ　内部けん制に配慮した体制の徹底
公印管理者と預貯金通帳等管理者について明確に区分し、不正を未然に
防止する体制を徹底するよう指導する。
ウ　契約手続の遵守
随意契約によることのできる場合の一般的な基準を超えているにもかか
わらず競争入札に付していない、契約書又は請書を徴していないなどがな
いよう、適正な契約事務について指導する。
エ　国庫補助金等特別積立金の適正な計上
施設及び設備等の整備のために国又は地方公共団体等から受領した補助
金等について、国庫補助金等特別積立金が計上されていない、又は減価償
却の割合に応じた取崩しがされていないことがないよう、適正な計上につ
いて指導する。
オ　会計帳簿、計算書類及び附属明細書の適正な作成、整備
必要な会計帳簿、計算書類及び附属明細書等が、定められた様式に従っ
て作成されるよう、また、帳票間の整合性が図られるよう指導する。
５　指導監査の実施
　（１）対象法人及び実施時期等
　　　　別に策定する指導監査年間計画表による。
　（２）指導監査実施通知
　　　　法人等の代表者に対し、原則として指導監査実施日の１か月前までに様式１により通知する。
　（３）資料の事前提出
　　　　別紙「事前提出資料等」に掲げる資料を指導監査実施日の２週間前までに提出させるものとする（当日準備資料を除く）。
　（４）指導監査班
　　　　指導監査班は、福祉課職員２名以上で編成する。
　（５）指導監査の方法
　　　　実地監査により行うものとし、監査当日までに自主点検結果や課題等を把握の上、自主点検表と関連資料により役員及び関係職員からの聞き取り等で行う。
　（６）講評等の実施
　　　　指導監査の開始に当たって、関係者に対して、指導監査への理解と協力が得られるようにあらかじめ指導監査の趣旨等について説明を行う。
　　　　また、指導監査終了後、関係者に対して講評を行うが、指導監査の結果認められた問題点については、その内容及びその是正改善方策等について十分説明し理解を求め、後日文書をもって通知する旨を伝え、併せて関係者からの意見、要望等を聴取する。
６　指導監査結果の処理
　（１）指導監査の報告
　　　　指導監査を実施した職員は、指導監査実施後２週間以内に指摘事項及び問題点等の概要を報告（不祥事等については速やかに報告）するとともに、１か月以内に法人等の代表者に対し様式２により指導監査結果を通知する。
　（２）指導監査結果に対する改善報告
　　　　社会福祉法人指導監査指摘事項是正改善報告書（様式３）の提出期限は、様式２による通知文書の施行日から１か月以内とし、福祉課において保管する。
　（３）指導監査結果の取りまとめ
　　　　指導監査結果を集約し、今後の指導監査に資するものとする。
７　その他
　　上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、健康福祉部長の判断により随時指導監査を実施する。
　（１）特定の個人等の独断による運営が行われていると認められる法人
　（２）役員（評議員）の選任等の重要事項が未審議となっている法人
　（３）法人事業と無関係な担保提供、理由のない高額な随意契約、資金の不正な外部流出等会計処理上の大きな問題が発生していると認められる法人
　（４）自主点検表等の事前提出資料及び改善報告書において、虚偽又は著しい不正が認められた法人
　（５）その他法令違反等運営に特に大きな問題が認められた法人

